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海外にいる外国人を入国させる流れ

通常、在留資格認定証明書交付申請を地方入国管理局に提出し、下記のような流れで入国させます。ただし、代理
人になれるのは在留資格によって、異なります。

注:本資料の全部又は一部の複写・複製・転載及び磁気また光記憶媒体への入力等を禁じます。 松澤公貴行政書士事務所
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Step ① •日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。

Step ② •在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付する。

Step ③ •外国人が在外公館（外国の日本大使館）に在留資格認定証明書を添付してVISA発給申請を行う。

Step ④ • VISAの貼られたパスポートを持って日本へ入国する。
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必要書類
• 雇用契約書
• 会社案内、登記簿謄本
• 会社の決算書
• 外国人の履歴書
• 外国人の写真1枚（4cmｘ3cm）
• 外国人の卒業証明書、職歴証明書等
• 外国人のパスポートコピー など

在留資格認定証明書の交付申請
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在留資格認定証明書

在留資格認定証明書3 VISA発給申請

3 VISA発給

入国

1ヵ月～3ヵ月

数日～数週間
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